
◎踏切道改良促進法等の一部を改正する法律 
（令和三年三月三一日法律第九号）   

一、 提案理由（令和三年三月一七日・衆議院国土交通委員会） 

○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました踏切道改良促進法等の一部を改正する法律

案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 道路と鉄道は、いずれも重要かつ基幹的な交通であり、平常時の安全性の確保はもと

より、近年頻発化、激甚化する災害時におきましても、その防災機能を強化し、安全か

つ円滑な交通の確保を図ることが重要であります。特に、踏切道につきましては、これ

まで改良対策を進めてきた結果、その数や事故件数等は着実に減少してまいりましたが、

依然として事故や渋滞が多数発生しており、また、災害時に長時間の遮断が発生した場

合には、救急救命活動等の大きな支障になるとの課題も明らかになっていることから、

災害時における適確な管理も含め、対策を更に促進することが必要です。 

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、国土交通大臣による改良すべき踏切道の指定について、従来の五か年の期限

に代えて、交通安全基本計画等の国の五か年計画と連動しつつ、改良を優先的に実施す

る必要性等を勘案し、機動的に指定できるようにすることとしております。あわせて、

踏切道の改良の方法として、踏切道と交通上密接に関連する道路の改良を追加する等の

措置を講ずることとしております。 

 第二に、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を国土交通大臣が指定する制度を創

設し、指定された踏切道の鉄道事業者及び道路管理者は、災害時における対処要領の作

成等、踏切道の適確な管理の方法を定めなければならないこととしております。 

 第三に、広域災害応急対策の拠点となる道の駅等の駐車場を国土交通大臣が指定し、

災害時には、道路管理者が、防災拠点としての利用以外の利用を制限できる等の措置を

講ずることができることとしております。 

 第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域におい

ては、電柱等の工作物の設置は、事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所

の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。 

 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府

県が代行することができる制度を創設することとしております。 

 第六に、鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、鉄道施設に障害を及ぼすおそ

れのある植物の伐採等や、災害時の早期復旧のための作業場などとして他人の土地を一

時使用することができることとしております。 

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 



二、衆議院国土交通委員長報告（令和三年三月二三日） 

○あかま二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、踏切道の改良等を通じた道路及び鉄道の安全かつ円滑な交通の確保を図るた

め、五か年の指定期限の撤廃等改良すべき踏切道の指定方法の見直し、災害時の管理の

方法を定めるべき踏切道の指定制度の創設、広域災害応急対策の拠点となる防災拠点自

動車駐車場の指定制度の創設、鉄道事業者による災害時の他人の土地の使用等に係る措

置の拡充等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る三月十六日本委員会に付託され、翌十七日赤羽国土交通大臣から趣旨の

説明を聴取し、十九日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和三年三月三一日） 

○江崎孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、改良すべき踏切道の指定方法の見直し、地方踏切道改良計画の作成の義

務付け、踏切道の改良方法への踏切道密接関連道路の改良の追加、災害時の管理の方法

を定めるべき踏切道の指定制度の創設等の措置を講ずるとともに、広域災害応急対策の

拠点となる防災拠点自動車駐車場の指定制度の創設、鉄道事業者による災害時の他人の

土地の使用等に係る措置の拡充等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、いわゆる開かずの踏切と言われる踏切道の対策や、遮断機、

警報機がない踏切等の安全対策、連続立体交差事業の現状と課題、道の駅等の防災拠点

としての活用、事前防災対策としての鉄道事業者による植物の伐採等について質疑が行

われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


